
川崎市公害健康被害補償制度実施に伴う委託料の支出に関する要綱 
 

（趣旨） 
第１条 この要綱は、「公害健康被害の補償等に関する法律」（昭和４８年法律第１１１号）

及び「川崎市公害健康被害補償条例」（昭和４９年川崎市条例第６９号）に基づく公害健

康被害補償制度等の実施に伴う業務の一部を医療機関に委託して実施した場合に委託料

を支払うことについて必要な事項を定めるものとする。 
（対象） 

第２条 委託料は、次の各号に規定する業務を行った医療機関に対し、支払うものとする｡ 
（1）公害健康被害認定患者主治医診断報告書作成業務 

（認定更新用・障害補償費用） 
（2）死亡認定患者主治医診断報告書作成業務 
（3）公害診療報酬明細書作成業務 
（4）公害調剤報酬明細書作成業務 
（5）公害訪問看護報酬明細書作成業務 
（6）公害健康被害認定患者等医学的検査業務 

ア 肺機能検査 
イ 血液検査 
ウ 胸部 X 線検査 
エ 喀痰検査 
オ 心電図検査 
カ 動脈血ガス組成検査 
キ 結果報告書作成 
ク 診察 

（7）公害保健福祉事業等の参加に係る意見書作成業務 
（8）公害診療報酬明細書等の開示に係る意見書作成業務 
（委託料の額） 

第３条 前条各号の額は、別表のとおりとする（法令所定の消費税額及び地方消費税相当

額を含む｡）。ただし、別表に記載のない場合は、公害診療報酬の額に準ずるものとする｡ 
 （委託料の支払） 
第４条 この要綱で定める委託料は、第 2 条各号につき市長が受理したものについてのみ

支払うものとする｡ 
 （委任） 
第５条 この要綱の施行について必要な事項は、健康福祉局長が定める｡ 
 

 



附 則 
この要綱は、昭和４９年 1２月１３日から施行し、昭和４９年９月１日から適用する｡ 

附 則 
この要綱は、昭和５０年５月２日から施行し、昭和５０年４月１日から適用する｡ 

附 則 
この要綱は、昭和５０年６月９日から施行する｡ 

附 則 
この要綱は、昭和５０年８月５日から施行し、昭和５０年８月１日から適用する｡ 

附 則 
この要綱は、昭和５１年７月２日から施行し、昭和５１年４月１日から適用する｡ 

附 則 
この要綱は、昭和５１年８月２９日から施行し、昭和５１年８月１日から適用する｡ 

附 則 
この要綱は、昭和５２年５月１２日から施行し、昭和５２年４月１日から適用する｡ 

附 則 
この要綱は、昭和５３年３月３１日から施行し、昭和５３年２月１日から適用する｡ 

附 則 
この要綱は、昭和５３年３月３１日から施行し、昭和５３年３月１日から適用する｡ 

附 則 
この要綱は、昭和５３年４月１８日から施行し、昭和５３年４月１日から適用する｡ 

附 則 
この要綱は、昭和５５年４月１１日から施行し、昭和５５年４月１日から適用する｡ 

附 則 
この要綱は、昭和５５年６月１日から施行する｡ 

附 則 
この要綱は、昭和５６年４月１１日から施行し、昭和５６年４月１日から適用する｡ 

附 則 
この要綱は、昭和５６年６月１日から施行する｡ 

附 則 
この要綱は、昭和５７年４月１日から施行する｡ 

附 則 
この要綱は、昭和５８年４月１日から施行する｡ 

附 則 
この要綱は、昭和５８年６月１日から施行する｡ 

附 則 
この要綱は、昭和５９年４月１日から施行する｡ 



附 則 
この要綱は、昭和６０年４月１日から施行する｡ 

附 則 
この要綱は、昭和６１年４月１日から施行する｡ 

附 則 
この要綱は、昭和６１年４月２２日から施行し、昭和６１年４月１日から適用する｡ 

附 則 
この要綱は、昭和６２年４月１日から施行する｡ 

附 則 
この要綱は、昭和６３年３月１日から施行する｡ 

附 則 
この要綱は、昭和６３年４月１５日から施行し、昭和６３年４月１日から適用する｡ 

附 則 
この要綱は、昭和６３年８月１日から施行する｡ 

附 則 
この要綱は、平成元年４月１日から施行する｡ 

附 則 
この要綱は、平成２年４月１日から施行する｡ 

附 則 
この要綱は、平成３年４月１日から施行する｡ 

附 則 
この要綱は、平成４年４月１日から施行する｡ 

附 則 
この要綱は、平成５年４月１日から施行する｡ 

附 則 
この要綱は、平成６年４月１日から施行する｡ 

附 則 
この要綱は、平成６年１０月１日から施行する｡ 

附 則 
この要綱は、平成７年４月１日から施行する｡ 

附 則 
この要綱は、平成８年４月１日から施行する｡ 

附 則 
この要綱は、平成９年４月１日から施行する｡ 

附 則 
この要綱は、平成１０年１月１日から施行し、平成９年１２月５日から適用する｡ 



附 則 
この要綱は、平成１０年４月１日から施行する｡ 

附 則 
この要綱は、平成１１年４月１日から施行する｡ 

附 則 
この要綱は、平成１２年４月１日から施行する｡ 

附 則 
この要綱は、平成１３年４月１日から施行する｡ 

附 則 
この要綱は、平成１４年４月１日から施行する｡ 
 附 則 
この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 
 附 則 
この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 
 附 則 
この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 
 附 則 
この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 
 附 則 
この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 
 附 則 
この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
附 則 
この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 



別表

業務内容 単価
うち消費税及び

地方消費税
相 当 額

(１)　公害健康被害認定患者主治医診断報告書作成料 １件につき
　　　(認定更新用・障害補償費用) ６，４９５円 ５９０円

１件につき
６，４９５円 ５９０円

１件につき
６１０円 ５５円

１件につき
３２３円 ２９円

１件につき
３２３円 ２９円

１件につき
３，９６０円 ３６０円

１件につき
３，５８０円 ３２５円

１件につき
２，５２４円 ２２９円

１件につき
３，４６５円 ３１５円

１件につき
３，５３１円 ３２１円

１件につき
２，１４５円 １９５円

１件につき
５７７円 ５２円

１件につき
５，５１１円 ５０１円

　　キ　結果報告書作成料 １件につき
４５８円 ４１円

　　ク　診察料 １件につき
１，２０４円 １０９円

(７)　公害保健福祉事業等の参加に係る意見書作成料 １件につき
　 ２，２５５円 ２０５円

１件につき
４５８円 ４１円

(２)　死亡認定患者主治医診断報告書作成料

(３)　公害診療報酬明細書作成料

　　ウ　胸部X線検査料

(４)　公害調剤報酬明細書作成料

(５)　公害訪問看護報酬明細書作成料

(６)　公害健康被害被認定患者等医学的検査料

　　ア　肺機能検査料

(８)　公害診療報酬明細書等の開示に係る意見書作成料

　　カ　動脈血ガス組成検査料

　　　　(ア)　経皮的動脈血酸素飽和度測定

　　　　(イ)　動脈血ガス分析

　　　　(ア)　フィルム

　　　　(イ)　フィルムレス

　　エ　喀痰検査料

　　オ　心電図検査料

　　イ　血液検査料（静脈採血）


